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議決の流れについて 
島田 能孝 

 
議題 3「学友会常任委員会 活動改革案 決議」の議決の流れは以下の通りとなります。 

 なお、活動改革案に関しては学生支援課と協議の上、案を作成しております。 
 そのため決議結果につきましては、学生支援課に報告させていただきます。 
 
【採決①】「活動改革自体」について 

まず、活動改革を行うか否かについて採決を取ります。 
 賛成…活動改革自体に賛成する場合 

⇒【採決②】へ 
 

 反対…現状の活動の維持を希望する場合 
⇒活動改革を行わない(現状の活動を維持する)方向で学生支援課と協議 

 
 

【採決②】「今回提示した案」について 
【採決①】が賛成で可決された場合、提示した案(資料②③④)の賛否について採決を取ります。 
 賛成…提示した案を基に改革を進めていく場合 

⇒提示した案を基に活動改革を進めます 
 

 反対…提示した案の再検討を希望する場合 
⇒裏面にて説明 

 

図 1 採決の流れ 



【採決②】が反対で可決された場合(「活動改革自体に賛成、今回の案に反対」) 
常任委員会としては今回提示した案が最良のものと考えております。そのため、修正案を皆さんから募

ります。修正案提出期限は、12 月中を考えております。修正案の提出があった場合、修正案提出締め切

り後、修正案を提出した方と常任委員会と学生支援課で協議を重ね、一緒に新しい案を練っていき、2020
年 3 月に臨時の学生大会を開催して採決を行います。なお、期限内に修正案の提出が無かった場合、今

回提示した案で改革を進めさせていただきます。 

 
≪備考≫ 
 2020 年 3 月に開催する理由 

例年前期学生大会は新三役承認や予算承認等、議題が多く、そのためなかなか時間が取れません。 
  来年度の後期以降で取り扱うとしても、議案提出者が 1 年以上常任委員会とともに案を練っていく

ことはなかなか難しいです。 
また、来年度以降での採決となりますと代替わり等で「反対した者があまりいない場での採決」とな

る恐れもあります。そのため 2020 年 3 月に開催する方針で決定しました。 
 

  修正案の提出方法等は「活動改革自体に賛成、今回の案に反対」で可決されましたら、後日メールや

学友会 Web ページ等でお知らせいたします。 
 
 臨時の学生大会を開催した場合のサークルポイントについて 

 120 点を超えない範囲で最大 10 点を付与します。 
 新歓参加については、新歓参加団体登録期間内に登録を済ませていない団体は新歓参加団体と

認められませんのでご注意ください。 

図 2 「活動改革自体に賛成、 
今回の案に反対」の場合 


